
大刀洗町
令和８年度職員採用試験案内

（文化財技師）

受験しやすい試験問題“職務基礎力試験（BEST）”で実施します。

受験資格（年齢）を変更しました。

受験申込先／問合せ先 大刀洗町役場 総務課人事係

〒８３０－１２９８ 福岡県三井郡大刀洗町大字冨多８１９番地

℡０９４２－７７－０１０１（代表）

０９４２－７７－０１７１（直通）

ホームページ URL https://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/



１．採用予定人員及び職務内容

※採用予定人員は変更することがあります。

※採用基準に満たない場合、合格者が採用予定人員を下回ることがあります。

２．受験資格

（１）地方公務員法第１６条の各号のいずれかに該当する者は受験できません。

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者

・大刀洗町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

（２）日本国籍を有しない者の受験資格等

・出入国管理及び難民認定法第２２条の規定により永住許可を受けた者

・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例

法に定められている特別永住者

※日本国籍を有しない者が職員として任用された場合は、公務員に関する基本原則に

より、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職務への従事が制限され

ます。

試験区分 採用予定人員 職 務 内 容

文化財技師 １人程度
埋蔵文化財発掘調査、その他文化財に関す

る業務及び一般行政事務に従事

試験区分 受 験 資 格

文化財技師

昭和４２年４月２日以降に生まれた者で、大学（短大を除く）もしく

は大学院において考古学、歴史学もしくは文化財学に関連する課程

を専攻し、卒業（修了）した者又は令和９年３月３１日までに卒業

（修了）見込みの者、または同等以上の知識や技術を有する者



３．給与・諸手当・勤務時間等

「大刀洗町職員の給与に関する条例」の規定により支給します。

職歴によっては、一定の基準により加算される場合があります。

なお、上記の他に、地域手当、通勤手当、住居手当、扶養手当等がそれぞれの条件に応

じて支給され、また、期末・勤勉手当が支給されます。

【休日、勤務時間】

・休日は、土曜日、日曜日、祝日、年末・年始です。

・勤務時間は、原則８時３０分から１７時１５分までです。

・有給休暇は、年次休暇が１年に２０日あり、その年で使い切れなかった日数（２０日

を限度）は翌年に繰り越すことができます。その他、夏季休暇などの特別休暇があり

ます。

４．試験日及び試験場所等

・第１次試験の受付は、当日会場で８時３０分から行います。

・遅刻については、試験開始後３０分以降は認めません。

試 験 日 職 種 試 験 科 目 場 所

第

１

次

試

験

８月２日（日）

文化財技師

職務能力試験

職務適応性検査

事務適性検査

専門試験

実技試験

三井郡大刀洗町

大字冨多８１９番地

大刀洗町役場 会議室第

２

次

試

験

８月２３日（日） 個人面接試験

初任給
大学卒

232,000 円



５．試験科目・内容・選考方法

※合格者は、第１次試験及び第２次試験の結果を総合して決定しますので、受験者はすべ

ての試験を受けてください。

※各試験は、すべて日本語による出題及び質問で行います。それに対する解答及び応答も

すべて日本語で行っていただきます。

６．合格者発表

（１） 発表予定日 ９月上旬

（２）大刀洗町役場掲示板及び大刀洗町のホームページに最終合格者の受験番号を掲示します。

また、受験者全員に、その合否を文書で通知します。

電話による問い合わせにはお答えできません。

試 験 科 目 内 容

第１次

試験

職務能力試験

論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料

を分析する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための

基礎的な出題

職務適応性検査
公務員としての職業生活への適応性について、職務への対応や

対人関係面での性格特性をみる検査

事務適性検査
事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力の面か

らみる検査

専 門 試 験 文化財及び考古学に関する知識を問う問題

実 技 試 験

遺物の実測図作成等（２Ｈ又は３Ｈの鉛筆（シャープペン式

可）、三角定規、直定規、コンパス、ディバイダー、キャリパ

ー、真弧（マコ）、消しゴム等持参）

第２次

試験
面 接 試 験 職員として適するかどうかについての個別面接による試験



７．合格者の採用

（１）最終合格者は、成績順に大刀洗町職員採用候補者名簿に登載され、令和９年４月１日

以降必要に応じて、名簿搭載順に採用（ただし６月間は条件付採用）されます。

（２）採用候補者名簿の有効期間は１年間で、この間に採用がない場合には、この採用候補

者名簿は失効します。

８．受験手続

（１）申 込 用 紙 令和８年６月１日（月）から配布

町ホームページからもダウンロードすることもできます。

（２）申込用紙配布・ 大刀洗町役場庁舎 １階 総務課 人事係

受付場所 ＊郵便で請求される場合は、返信用封筒（角形２号、

１４０円切手貼付、返信先記入）を同封してください。

（３）受 付 期 間 令和８年６月１日（月）～７月１０日（金）

（４）受 付 時 間 ８：３０～１７：１５（閉庁日は受け付けできません。）

（５）提 出 書 類 ・試験申込書（写真貼付：上半身正面向・６か月以内撮影）

・アピールシート

（６）そ の 他 ①郵便で提出する場合は、返信用封筒（長形３号、１１０円切手

貼付、返信先記入）を同封し、７月１０日（金）必着で提出し

てください。（以後の到着分は受け付けできません。）

②提出書類は返却しません。

９．問合せ先 大刀洗町役場 総務課人事係

〒８３０－１２９８

三井郡大刀洗町大字冨多８１９番地

ＴＥＬ ０９４２－７７－０１７１


